
(注）国土交通省鉄道輸送統計年報による。
　　令和５年度は、2024/10/31公表
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索道事業旅客収入等の推移

旅客収入（百万円）普通索道 旅客収入（百万円）特殊索道 旅客輸送人員（百万人）普通索道 旅客輸送人員（百万人）特殊索道
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（注）国土交通省 鉄道輸送統計年報より作成
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平成1 5 10 15 20 25 30 令和１ 2 3 4 5
北海道 73,185 78,094 65,136 47,467 37,788 36,298 37,186 32,387 24,834 27,854 34,214 36,031

東北 88,857 118,325 78,165 51,238 42,539 35,864 29,833 21,492 23,633 26,947 27,894 23,179

北陸信越 345,700 391,905 259,580 185,114 136,713 121,428 105,863 86,809 67,821 84,841 95,491 89,043

関東 61,974 85,127 62,115 42,381 33,286 30,172 26,419 23,737 19,478 22,999 23,214 18,646

中部 27,432 46,939 43,227 34,435 26,040 26,433 18,304 14,227 15,495 18,217 18,448 16,506

関西 24,851 36,078 35,080 25,514 15,252 20,633 14,947 7,405 14,307 16,825 15,445 11,665

中国 17,830 32,853 27,372 23,360 12,830 14,901 8,250 4,596 7,271 9,002 8,063 5,617

四国 2,209 3,031 4,435 4,293 2,638 2,602 1,664 1,487 1,443 1,641 1,675 1,484

九州 1,565 4,554 4,913 3,651 2,939 2,923 2,426 1,931 1,921 2,382 2,245 1,825

沖縄 0 0 0 0 0 0 67 82 23 27 49 73

地域別輸送人員の推移（千人）

年度
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電力料金の軽減方に関する要望について 

 

要望に応じられない回答内容（各電力会社とも同様なため北陸電力を掲示） 

要 望１ 

基本料金の算出根拠および基本料金単価見直しについて 

（営業休止期間中、索道施設の保守等で一時的な電力用に関し、従来の基本料金半減措置に準

じて取り扱っていただきたい。） 

回 答 

小売電気事業者は一般送配電事業者(新潟県を含む東北エリアは東北電カネットワーク株式

会社)が定める託送供給等約款にもとづき年間最大電力を基準とした託送契約を一般送配電事

業者と契約締結し,接続送電サービスの提供を受けております。 

弊社とお客さまとの需給契約においても同様に契約電力は年間最大電力を基準に決定し,こ

の契約電力にもとづき毎月の基本料金を算定・請求させていただいております。 

また,契約電力の算定方法,基本料金単価の見直しにつきましては,現在のところ,予定はござ

いません 

 

要 望２ 

需給契約の単位について（一構内・一受電設備の枠を外していただきたい。） 

回 答 

需給契約の単位については,一般送配電事業者の定める託送供給等約款にもとづき一般送配

電事業者による需要場所の判定を経て,接続送電の提供を受けているものであります。 

なお,他の小売電気事業者も同様となります。 

 

要 望３ 

契約種別について（高圧受電契約の条件を緩和していただきたい。） 

回 答 

弊社では引き続き新たな契約メニューやサービスの提供に向け取り組んでおりますので,ご

要望として承らせていただきます。 

 

要 望４ 

契約継続割引制度の新設について（一部の電力会社【北海道、中部】のみ設定されている。） 

回 答 

各会員さまのご使用状況等により最適料金プランを用意しておりますので,料金プランのご

相談につきましては,各会員さまより個別に最寄りの弊社営業所へご相談くださるようお願い

いたします。 
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要望５ 関連資料 
 
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成⼗三年国⼟交通省令第百五⼗⼀号） 

（動⼒⾞を操縦する係員の乗務等） 
第⼗⼀条 列⾞には、動⼒⾞を操縦する係員を乗務させなければならない。ただし、施設及び⾞

両の構造等により、当該係員を乗務させなくても列⾞の安全な運転に⽀障がない場合は、この
限りでない。 

２ （以下省略） 
 

・索道施設に関する技術上の基準を定める省令（昭和六⼗⼆年運輸省令第⼗六号） 
（知識及び技能の保有等） 

第三⼗⼀条 索道係員は、索道を安全に運転するために⼗分な知識及び技能を保有しなければな
らない。 

２ 索道係員が、その知識（中略）関係する作業を⾏わせてはならない。 
３ 運転者及び監視員は、索道の運転中所定の位置を離れてはならない。 
４ （以下省略） 
 

鉄道省令においては、構造等により安全の担保が図れる場合は、但し書きにより係員の省略が
できることになっている。 

しかし、索道省令においては、索道の運転状態等を常に把握し、異常事態に即応するためと称
し、ハードにより安全の確保を図り係員を省略するための⽅向性が⾒えない。 

 
・海外における停留場無⼈化の事例 

オーストリアのドッペルマイヤー社では、4 ⼈乗りスキーリフトの停留場内にセンサやカメラ
を多数設置し、場内の係員の配置を省略するシステムの実証試験を⾏っている。 




